
（様式１） 

令和  年  月  日  

 

大阪市長 

 

    補助事業者  

住    所  
                    （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏        名 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

電 話 番 号     

  

補助金交付申請書 

   

大阪市感震ブレーカー設置促進事業について、補助金の交付を受けたいので、大阪市感震ブレーカー

設置促進事業補助金交付要綱第４条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 補助事業者  □建物所有者    

□建物所有者から承諾を得た建物居住者 

         □建物所有者から承諾を得たその配偶者又は一親等内の親族 

 

２ 実施住宅所在地（住居表示）  大阪市    区 

 

３ 事業期間    

工事契約日または工事契約予定日  令和  年  月  日 

工事着手予定日          令和  年  月  日 

事業完了予定日          令和  年  月  日 

 

４ 事業内容 

設置種別          □既設分電盤を取替え   □既設分電盤に取付け 

メーカー名         

製品・品番名        

 

５ 交付申請額及び額の算出の基礎 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

補助対象経費 

見積金額（税抜） 
補助率 

基礎額 

Ａ×Ｂ（千円未満切捨） 
上限額 

申請額 

ＣとＤの低い方 

円  2/3 円  70,000円 円  



（様式１－２） 

 

補助事業者一覧 

氏名 住所・電話番号 

（代表申請者） 住  所 

  

 電話番号 

（代表申請者以外） 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

 住  所 

  

 電話番号 

   

（注）この要綱に基づく大阪市からの通知は、代表申請者のみに行います。 



（様式１－３） 

令和  年  月  日  

 

大阪市長 

 

 

委任状 

 

 

この度、大阪市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱の規定に基づく申請をするにあ

たり、代表申請者と協力して同要綱に定める事項について責任を持って遂行することを誓約す

るとともに、同要綱に基づく権利、義務及び手続き等すべての事柄について、 

代表申請者として      氏に委任します。 

 なお、同要綱に基づき、代表申請者が受領した補助金の返還を求められた場合、当該返還義

務については、私儀も代表申請者と連帯してその責任を負うものとします。 

 

 

補助事業者  

住    所  
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名               
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１－４） 

令和  年  月  日  

 

様 

 

 

承諾書 

 

 

この度、貴方が大阪市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱の規定に基づく申請をす

るにあたり、私所有の次の建物において、同要綱の規定に基づく補助事業を実施することを承

諾します。 

 

 

 建物所在地    

  （住居表示）    大阪市    区 

 

 

建物所有者  

住    所  
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名                          
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）印鑑登録証明書を添付してください。 



（様式１－５） 

令和  年  月  日  

 

大阪市長 

 

 

誓約書 

 

 

補助事業者は、大阪市感震ブレーカー設置促進事業補助金交付要綱の規定に基づく申請をす

るにあたり、同要綱に基づく規定を遵守します。 

また、設置した感震ブレーカーについて、補助金額確定通知日から起算して 10年を経過す

るまでの期間は、補助事業完了時の形態を変更することなく、適切に維持管理を行います。さ

らに、当該感震ブレーカーを譲渡する場合は、譲渡を受ける者に対して、同要綱を周知し、継

承させます。 

万一、補助事業に関わる関係者とトラブルが発生したときは、補助事業者が責任をもって対

処するとともに、同要綱に違反した場合で、補助金の一部又は全部について支払いが完了して

いるときは、大阪市が定める期限までに返還する責を負います。 

 

 

補助事業者  

住    所  
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名                          
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）補助事業者が複数の場合は、補助事業者の全員による誓約書としてください。 


